
八

委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九

条
第
四
項
の
期
間
が
経
過
し
た
事
例
一
覧
表

国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第

一

回
家
事
審
判
法
案︵
閣
法
第
三
八
号
︶

昭
和二

二
、
八
、二
八
昭
和二二

、一
一
、
六

可

決

日

七
一

司

法

委
員
会

海
難
審
判
法
案︵
閣
法
第
三
四
号
︶

同

二
二
、一
一
、
六

修

正

同

運
輸
及

び
交
通

委
員
会

鉄
道
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
〇
号
︶

二
二
、
九
、三
〇

︱

同

同

審
査
未
了
と
な
る
。

第

五

回
産
業
設
備
営
団
の
業
務
上
の
損
失
に
対
す
る
政
府

補
償
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
号
︶

二
四
、
三
、二
九

︱

六
四

大

蔵

委
員
会

同

第

十

回
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
三
五

号
︶

二
六
、
三
、三
〇

︱

六
八

法

務

委
員
会

同

住
民
登
録
法
案︵
衆
第
二
六
号
︶

二
六
、
三
、三
一

二
六
、
五
、三
一

修

正

六
二

同

産
業
教
育
法
案︵
衆
第
四
〇
号
︶

同

二
六
、
六
、
一

修

正

六
三

文

部

委
員
会

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
衆
第
二
九
号
︶

二
六
、
三
、二
八

︱

七
〇

運

輸

委
員
会
審
査
未
了
と
な
る
。

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
案︵
衆
第
一
二
号
︶

二
六
、
三
、二
九

二
六
、
六
、
二

可

決

六
六

同

第
十
三
回

恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
の
措
置
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
六
四
号
︶

二
七
、
三
、二
五

二
七
、
五
、二
四

修

正

六
一

内

閣

委
員
会

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
九
九
号
︶

二
七
、
五
、二
九

︱

六
三

人

事

委
員
会

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、
本
院
に
対
し

両
院
協
議
会
を
請
求
。

両
院
協
議
会
成
案
を

得
ず
審
査
未
了
と
な

る
。

保
安
庁
職
員
給
与
法
案︵
閣
法
第
二
二
八
号
︶

二
七
、
五
、三
一

︱

六
一

同

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、本
院
に
対
し

両
院
協
議
会
を
請
求
。

七
、
三
一
両
院
協
議

会
成
案
を
得
る
。

衆
成
案
可
決

参
成
案
可
決

国
立
病
院
特
別
会
計
所
属
の
資
産
の
譲
渡
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
一
六
三
号
︶

同

︱

同

厚

生

委
員
会

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、
三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議
決
。

三
二
二



八

委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九

条
第
四
項
の
期
間
が
経
過
し
た
事
例
一
覧
表

国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第

一

回
家
事
審
判
法
案︵
閣
法
第
三
八
号
︶

昭
和二

二
、
八
、二
八
昭
和二二

、一
一
、
六

可

決

日

七
一

司

法

委
員
会

海
難
審
判
法
案︵
閣
法
第
三
四
号
︶

同

二
二
、一
一
、
六

修

正

同

運
輸
及

び
交
通

委
員
会

鉄
道
営
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
〇
号
︶

二
二
、
九
、三
〇

︱

同

同

審
査
未
了
と
な
る
。

第

五

回
産
業
設
備
営
団
の
業
務
上
の
損
失
に
対
す
る
政
府

補
償
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
号
︶

二
四
、
三
、二
九

︱

六
四

大

蔵

委
員
会

同

第

十

回
戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
三
五

号
︶

二
六
、
三
、三
〇

︱

六
八

法

務

委
員
会

同

住
民
登
録
法
案︵
衆
第
二
六
号
︶

二
六
、
三
、三
一

二
六
、
五
、三
一

修

正

六
二

同

産
業
教
育
法
案︵
衆
第
四
〇
号
︶

同

二
六
、
六
、
一

修

正

六
三

文

部

委
員
会

日
本
国
有
鉄
道
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
衆
第
二
九
号
︶

二
六
、
三
、二
八

︱

七
〇

運

輸

委
員
会
審
査
未
了
と
な
る
。

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
案︵
衆
第
一
二
号
︶

二
六
、
三
、二
九

二
六
、
六
、
二

可

決

六
六

同

第
十
三
回

恩
給
法
の
特
例
に
関
す
る
件
の
措
置
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
六
四
号
︶

二
七
、
三
、二
五

二
七
、
五
、二
四

修

正

六
一

内

閣

委
員
会

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
九
九
号
︶

二
七
、
五
、二
九

︱

六
三

人

事

委
員
会

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、
本
院
に
対
し

両
院
協
議
会
を
請
求
。

両
院
協
議
会
成
案
を

得
ず
審
査
未
了
と
な

る
。

保
安
庁
職
員
給
与
法
案︵
閣
法
第
二
二
八
号
︶

二
七
、
五
、三
一

︱

六
一

同

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、本
院
に
対
し

両
院
協
議
会
を
請
求
。

七
、
三
一
両
院
協
議

会
成
案
を
得
る
。

衆
成
案
可
決

参
成
案
可
決

国
立
病
院
特
別
会
計
所
属
の
資
産
の
譲
渡
等
に
関

す
る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
一
六
三
号
︶

同

︱

同

厚

生

委
員
会

二
七
、七
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、
三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議
決
。

三
二
三

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
十
三
回

企
業
合
理
化
促
進
法
案︵
第
十
二
回
国
会
衆
第
七

号
︶

二
六
、一
二
、一
二

二
七
、
三
、
六

可

決

八
六

通
商
産
業

委
員
会

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関

す
る
件
に
基
く
建
設
省
関
係
命
令
の
措
置
に
関
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

二
七
、
二
、二
一

二
七
、
四
、二
二

可

決

六
二

建

設

委
員
会

第
十
五
回
道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

︵
衆
第
二
五
号
︶

二
七
、一
二
、二
五

二
八
、
三
、一
二

可

決

七
九

同

第
十
九
回

行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
一
号
︶

二
九
、
三
、三
一

二
九
、
六
、一
四

修

正

七
六

内

閣

委
員
会

裁
判
所
職
員
定
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
三
号
︶

二
九
、
三
、二
七

二
九
、
六
、
二

修

正

六
八

法

務

委
員
会

臨
時
教
育
制
度
審
議
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
〇

号
︶

三
一
、
三
、一
三

︱

八
三

内

閣

委
員
会
審
査
未
了
と
な
る
。

家
事
審
判
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
二
号
︶

三
一
、
二
、一
七

三
一
、
四
、一
八

修

正

六
二

法

務

委
員
会

第
二
十
四
回

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
二
九
号
︶

三
一
、
三
、二
七

三
一
、
五
、二
八

可

決

六
三

大

蔵

委
員
会

特
定
物
資
納
付
金
処
理
特
別
会
計
法
案︵
閣
法
第

六
〇
号
︶

同

同

同

同

厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
四
号
︶

三
一
、
三
、三
〇

︱

六
六

同

審
査
未
了
と
な
る
。

船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
六
号
︶

同

︱

同

同

同

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
案

︵
閣
法
第
四
八
号
︶

三
一
、
三
、一
三

三
一
、
五
、二
五

可

決

七
四

社
会
労
働

委
員
会

第
三
十
一
回

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
三
号
︶

三
四
、
二
、二
六

三
四
、
五
、
二

修

正

六
六

内

閣

委
員
会

軽
機
械
の
輸
出
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
三
〇
号
︶

三
四
、
二
、
三

三
四
、
四
、
七

可

決

六
四

商

工

委
員
会

第
三
十
四
回

農
地
被
買
収
者
問
題
調
査
会
設
置
法
案︵
閣
法
第

一
号
︶

三
五
、
四
、
五

三
五
、
六
、一
八

可

決

七
五

内

閣

委
員
会

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
九
二
号
︶

三
五
、
四
、一
九

同

六
一

同

裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

一
〇
七
号
︶

三
五
、
四
、一
五

三
五
、
六
、一
七

可

決

六
四

法

務

委
員
会

経
済
基
盤
強
化
の
た
め
の
資
金
及
び
特
別
の
法
人

の
基
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
六
〇
号
︶

三
五
、
五
、一
三

三
五
、
七
、一
五

可

決

同

大

蔵

委
員
会

厚
生
保
険
特
別
会
計
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
第
三
十
一
回
国
会
閣
法
第
一
六
七
号
︶

三
五
、
五
、
六

︱

七
一

同

継
続
審
査
を
行
う
。

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
八
五
号
︶

三
五
、
四
、
七

三
五
、
六
、二
一

可

決

七
六

商

工

委
員
会

臨
海
地
域
開
発
促
進
法
案︵
第
三
十
一
回
国
会
衆

第
六
七
号
︶

三
五
、
五
、一
三

︱

六
四

建

設

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

三
二
四



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
十
三
回

企
業
合
理
化
促
進
法
案︵
第
十
二
回
国
会
衆
第
七

号
︶

二
六
、一
二
、一
二

二
七
、
三
、
六

可

決

八
六

通
商
産
業

委
員
会

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関

す
る
件
に
基
く
建
設
省
関
係
命
令
の
措
置
に
関
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

二
七
、
二
、二
一

二
七
、
四
、二
二

可

決

六
二

建

設

委
員
会

第
十
五
回
道
路
整
備
費
の
財
源
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

︵
衆
第
二
五
号
︶

二
七
、一
二
、二
五

二
八
、
三
、一
二

可

決

七
九

同

第
十
九
回

行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
一
号
︶

二
九
、
三
、三
一

二
九
、
六
、一
四

修

正

七
六

内

閣

委
員
会

裁
判
所
職
員
定
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
三
号
︶

二
九
、
三
、二
七

二
九
、
六
、
二

修

正

六
八

法

務

委
員
会

臨
時
教
育
制
度
審
議
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
〇

号
︶

三
一
、
三
、一
三

︱

八
三

内

閣

委
員
会
審
査
未
了
と
な
る
。

家
事
審
判
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
二
号
︶

三
一
、
二
、一
七

三
一
、
四
、一
八

修

正

六
二

法

務

委
員
会

第
二
十
四
回

国
際
金
融
公
社
へ
の
加
盟
に
伴
う
措
置
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
二
九
号
︶

三
一
、
三
、二
七

三
一
、
五
、二
八

可

決

六
三

大

蔵

委
員
会

特
定
物
資
納
付
金
処
理
特
別
会
計
法
案︵
閣
法
第

六
〇
号
︶

同

同

同

同

厚
生
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
四
号
︶

三
一
、
三
、三
〇

︱

六
六

同

審
査
未
了
と
な
る
。

船
員
保
険
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
六
号
︶

同

︱

同

同

同

労
働
保
険
審
査
官
及
び
労
働
保
険
審
査
会
法
案

︵
閣
法
第
四
八
号
︶

三
一
、
三
、一
三

三
一
、
五
、二
五

可

決

七
四

社
会
労
働

委
員
会

第
三
十
一
回

郵
政
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
三
号
︶

三
四
、
二
、二
六

三
四
、
五
、
二

修

正

六
六

内

閣

委
員
会

軽
機
械
の
輸
出
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
三
〇
号
︶

三
四
、
二
、
三

三
四
、
四
、
七

可

決

六
四

商

工

委
員
会

第
三
十
四
回

農
地
被
買
収
者
問
題
調
査
会
設
置
法
案︵
閣
法
第

一
号
︶

三
五
、
四
、
五

三
五
、
六
、一
八

可

決

七
五

内

閣

委
員
会

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
九
二
号
︶

三
五
、
四
、一
九

同

六
一

同

裁
判
所
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

一
〇
七
号
︶

三
五
、
四
、一
五

三
五
、
六
、一
七

可

決

六
四

法

務

委
員
会

経
済
基
盤
強
化
の
た
め
の
資
金
及
び
特
別
の
法
人

の
基
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
六
〇
号
︶

三
五
、
五
、一
三

三
五
、
七
、一
五

可

決

同

大

蔵

委
員
会

厚
生
保
険
特
別
会
計
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
第
三
十
一
回
国
会
閣
法
第
一
六
七
号
︶

三
五
、
五
、
六

︱

七
一

同

継
続
審
査
を
行
う
。

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
八
五
号
︶

三
五
、
四
、
七

三
五
、
六
、二
一

可

決

七
六

商

工

委
員
会

臨
海
地
域
開
発
促
進
法
案︵
第
三
十
一
回
国
会
衆

第
六
七
号
︶

三
五
、
五
、一
三

︱

六
四

建

設

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

三
二
五

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
三
十
八
回

海
上
保
安
庁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
八
七
号
︶

三
六
、
三
、一
七

三
六
、
六
、
六

可

決

八
二

内

閣

委
員
会

農
林
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
〇
九
号
︶

三
六
、
三
、三
一

︱

七
〇

同

継
続
審
査
を
行
う
。

第
四
十
三
回

海
運
業
の
再
建
整
備
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

︵
閣
法
第
七
七
号
︶

三
八
、
三
、二
九

三
八
、
六
、
四

可

決

六
八

運

輸

委
員
会

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
及
び
損
失
補
償
法

及
び
日
本
開
発
銀
行
に
関
す
る
外
航
船
舶
建
造
融

資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
七
八
号
︶

同

同

同

同

第
四
十
六
回

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
一
四
号
︶

三
九
、
三
、一
九

三
九
、
五
、二
六

可

決

六
九

法

務

委
員
会

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
二

八
号
︶

三
九
、
三
、二
七

三
九
、
六
、二
六

可

決

九
二

同

小
型
船
海
運
業
法
及
び
小
型
船
海
運
組
合
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
六
号
︶

題
名
を﹁
小
型
船
海
運
業
法
﹂は﹁
内
航
海
運
業
法
﹂

に
、﹁
小
型
船
海
運
組
合
法
﹂は﹁
内
航
海
運
組
合

法
﹂に
改
正

三
九
、
四
、
九

三
九
、
六
、二
五

可

決

七
八

運

輸

委
員
会

第
五
十
一
回

首
都
圏
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備

の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
三
四
号
︶

四
一
、
四
、二
六

四
一
、
六
、二
五

可

決

六
一

地
方
行
政

委
員
会

国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
二
四
号
︶

題
名
を﹁
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
﹂に
改

正

四
一
、
四
、二
一

四
一
、
六
、二
三

可

決

六
四

建

設

委
員
会

第
六
十
一
回

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
八
号
︶

四
四
、
三
、二
八

四
四
、
六
、
五

修

正

七
〇

内

閣

委
員
会

厚
生
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
二
号
︶

四
四
、
四
、一
七

四
四
、
六
、一
七

可

決

六
二

同

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

四
四
、
四
、二
五

四
四
、
七
、
一

可

決

六
八

社
会
労
働

委
員
会

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
三

号
︶

四
四
、
五
、
九

四
四
、
七
、
八

可

決

六
一

同

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案︵
第
五

十
八
回
国
会
閣
法
第
一
〇
一
号
︶

四
四
、
四
、一
七

四
四
、
六
、二
六

修

正

七
一

農
林
水
産

委
員
会

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
八
九
号
︶

四
四
、
五
、
八

︱

九
〇

同

審
査
未
了
と
な
る
。

新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
四
四
号
︶

四
四
、
四
、二
二

︱

一
〇
六

運

輸

委
員
会

同

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
案︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
九
七
号
︶

四
四
、
四
、二
五

四
四
、
六
、二
六

可

決

六
三

建

設

委
員
会

三
二
六



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
三
十
八
回

海
上
保
安
庁
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
八
七
号
︶

三
六
、
三
、一
七

三
六
、
六
、
六

可

決

八
二

内

閣

委
員
会

農
林
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
〇
九
号
︶

三
六
、
三
、三
一

︱

七
〇

同

継
続
審
査
を
行
う
。

第
四
十
三
回

海
運
業
の
再
建
整
備
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
案

︵
閣
法
第
七
七
号
︶

三
八
、
三
、二
九

三
八
、
六
、
四

可

決

六
八

運

輸

委
員
会

外
航
船
舶
建
造
融
資
利
子
補
給
及
び
損
失
補
償
法

及
び
日
本
開
発
銀
行
に
関
す
る
外
航
船
舶
建
造
融

資
利
子
補
給
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
七
八
号
︶

同

同

同

同

第
四
十
六
回

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
一
四
号
︶

三
九
、
三
、一
九

三
九
、
五
、二
六

可

決

六
九

法

務

委
員
会

刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
二

八
号
︶

三
九
、
三
、二
七

三
九
、
六
、二
六

可

決

九
二

同

小
型
船
海
運
業
法
及
び
小
型
船
海
運
組
合
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
六
号
︶

題
名
を﹁
小
型
船
海
運
業
法
﹂は﹁
内
航
海
運
業
法
﹂

に
、﹁
小
型
船
海
運
組
合
法
﹂は﹁
内
航
海
運
組
合

法
﹂に
改
正

三
九
、
四
、
九

三
九
、
六
、二
五

可

決

七
八

運

輸

委
員
会

第
五
十
一
回

首
都
圏
及
び
近
畿
圏
の
近
郊
整
備
地
帯
等
の
整
備

の
た
め
の
国
の
財
政
上
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
三
四
号
︶

四
一
、
四
、二
六

四
一
、
六
、二
五

可

決

六
一

地
方
行
政

委
員
会

国
土
開
発
縦
貫
自
動
車
道
建
設
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
二
四
号
︶

題
名
を﹁
国
土
開
発
幹
線
自
動
車
道
建
設
法
﹂に
改

正

四
一
、
四
、二
一

四
一
、
六
、二
三

可

決

六
四

建

設

委
員
会

第
六
十
一
回

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
八
号
︶

四
四
、
三
、二
八

四
四
、
六
、
五

修

正

七
〇

内

閣

委
員
会

厚
生
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
二
号
︶

四
四
、
四
、一
七

四
四
、
六
、一
七

可

決

六
二

同

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

四
四
、
四
、二
五

四
四
、
七
、
一

可

決

六
八

社
会
労
働

委
員
会

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
三

号
︶

四
四
、
五
、
九

四
四
、
七
、
八

可

決

六
一

同

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案︵
第
五

十
八
回
国
会
閣
法
第
一
〇
一
号
︶

四
四
、
四
、一
七

四
四
、
六
、二
六

修

正

七
一

農
林
水
産

委
員
会

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
八
九
号
︶

四
四
、
五
、
八

︱

九
〇

同

審
査
未
了
と
な
る
。

新
東
京
国
際
空
港
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
四
四
号
︶

四
四
、
四
、二
二

︱

一
〇
六

運

輸

委
員
会

同

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
案︵
第
五
十
八
回
国
会
閣
法
第
九
七
号
︶

四
四
、
四
、二
五

四
四
、
六
、二
六

可

決

六
三

建

設

委
員
会

三
二
七

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
二
号
︶

四
八
、
六
、
五

四
八
、
九
、一
七

可

決

一
〇
五

内

閣

委
員
会

厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
九
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

︱

八
〇

同

継
続
審
査
を
行
う
。

法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
二
四
号
︶

同

四
八
、
九
、二
六

可

決

七
九

同

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の

適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
案︵
閣

法
第
一
一
八
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、二
〇

可

決

七
〇

地
方
行
政

委
員
会

商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇

二
号
︶

四
八
、
七
、
三

︱

八
七

法

務

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
三
号
︶

同

︱

同

同

同

商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

一
〇
四
号
︶

同

︱

同

同

同

通
行
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

二
一
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
八

可

決

六
七

大

蔵

委
員
会

第
七
十
一
回
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九
号
︶

四
八
、
四
、一
〇

四
八
、
六
、二
一

可

決

七
三

文

教

委
員
会

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
七
号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
七
、一
二

可

決

七
八

同

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職

員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

一
三
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

四
八
、
九
、二
六

可

決

七
九

同

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
六

号
︶

四
八
、
三
、三
〇

四
八
、
六
、一
九

可

決

八
二

社
会
労
働

委
員
会

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
二
号
︶

四
八
、
四
、一
三

四
八
、
七
、一
〇

可

決

八
九

同

港
湾
労
働
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
〇
号
︶

四
八
、
六
、一
四

︱

一
〇
六

同

審
査
未
了
と
な
る
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
七
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
九
、一
四

修

正

七
八

同

日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
四
九
号
︶

同

同

同

同

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
五
一
号
︶

同

同

同

同

児
童
扶
養
手
当
法
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
二
号
︶

同

四
八
、
九
、一
四

可

決

同

同

船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
八
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
六

同
三
二
八



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

建
設
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
二
号
︶

四
八
、
六
、
五

四
八
、
九
、一
七

可

決

一
〇
五

内

閣

委
員
会

厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
九
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

︱

八
〇

同

継
続
審
査
を
行
う
。

法
務
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
二
四
号
︶

同

四
八
、
九
、二
六

可

決

七
九

同

特
定
市
街
化
区
域
農
地
の
固
定
資
産
税
の
課
税
の

適
正
化
に
伴
う
宅
地
化
促
進
臨
時
措
置
法
案︵
閣

法
第
一
一
八
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、二
〇

可

決

七
〇

地
方
行
政

委
員
会

商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇

二
号
︶

四
八
、
七
、
三

︱

八
七

法

務

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

株
式
会
社
の
監
査
等
に
関
す
る
商
法
の
特
例
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
三
号
︶

同

︱

同

同

同

商
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う

関
係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

一
〇
四
号
︶

同

︱

同

同

同

通
行
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

二
一
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
八

可

決

六
七

大

蔵

委
員
会

第
七
十
一
回
義
務
教
育
諸
学
校
施
設
費
国
庫
負
担
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九
号
︶

四
八
、
四
、一
〇

四
八
、
六
、二
一

可

決

七
三

文

教

委
員
会

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
七
号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
七
、一
二

可

決

七
八

同

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職

員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る

法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

一
三
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

四
八
、
九
、二
六

可

決

七
九

同

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
六

号
︶

四
八
、
三
、三
〇

四
八
、
六
、一
九

可

決

八
二

社
会
労
働

委
員
会

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
二
号
︶

四
八
、
四
、一
三

四
八
、
七
、一
〇

可

決

八
九

同

港
湾
労
働
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
〇
号
︶

四
八
、
六
、一
四

︱

一
〇
六

同

審
査
未
了
と
な
る
。

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
七
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
九
、一
四

修

正

七
八

同

日
雇
労
働
者
健
康
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
四
九
号
︶

同

同

同

同

厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
五
一
号
︶

同

同

同

同

児
童
扶
養
手
当
法
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
二
号
︶

同

四
八
、
九
、一
四

可

決

同

同

船
員
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
八
号
︶

四
八
、
七
、一
〇

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
六

同
三
二
九

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
五
五
号
︶

四
八
、
七
、一
四

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
六

社
会
労
働

委
員
会

雇
用
対
策
法
及
び
雇
用
促
進
事
業
団
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
八
九
号
︶

四
八
、
七
、
三

同

七
三

同

日
本
て
ん
菜
振
興
会
の
解
散
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
〇
号
︶

四
八
、
三
、二
九

四
八
、
六
、
五

可

決

六
九

農
林
水
産

委
員
会

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
及
び
農
業
信
用
保
証
保

険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
四

号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
六

可

決

六
二

同

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
案︵
閣
法
第
三

五
号
︶

同

同

同

同

畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
案︵
閣
法
第
一
一
六
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
八
、二
八

可

決

六
一

同

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
六
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
三

同

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
五
号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
八

可

決

六
四

商

工

委
員
会

第
七
十
一
回
国
際
経
済
上
の
調
整
措
置
の
実
施
に
伴
う
中
小
企

業
に
対
す
る
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
七
号
︶

同

同

同

同

中
小
小
売
商
業
振
興
法
案︵
閣
法
第
九
三
号
︶

四
八
、
六
、一
四

四
八
、
八
、三
〇

可

決

七
八

同

工
場
立
地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
一
号
︶

題
名
を﹁
工
場
立
地
法
﹂に
改
正

四
八
、
六
、二
八

四
八
、
九
、一
三

可

決

同

同

輸
出
硫
安
売
掛
金
経
理
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
九
八
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
八
、三
〇

可

決

六
三

同

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動

の
調
整
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
九
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
三

可

決

同

同

港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

七
三
号
︶

四
八
、
四
、一
七

四
八
、
七
、
三

可

決

七
八

運

輸

委
員
会

航
空
事
故
調
査
委
員
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
一

号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
八

可

決

六
八

同

公
有
水
面
埋
立
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
二
〇
号
︶

四
八
、
六
、二
八

四
八
、
九
、一
三

可

決

七
八

建

設

委
員
会

生
活
関
連
物
資
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す

る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
八
六
号
︶
四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
七

可

決

六
三

物
価
等

対
策
特
別

委
員
会

第
七
十
二
回

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
七

十
一
回
国
会
閣
法
第
一
一
二
号
︶

四
九
、
三
、一
九

四
九
、
五
、二
二

可

決

六
五

文

教

委
員
会

公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

四
九
、
三
、二
九

四
九
、
五
、二
九

可

決

六
二

公
害
対
策

及
び
環
境

保
全
特
別

委
員
会

三
三
〇



国
会
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本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
五
五
号
︶

四
八
、
七
、一
四

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
六

社
会
労
働

委
員
会

雇
用
対
策
法
及
び
雇
用
促
進
事
業
団
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
八
九
号
︶

四
八
、
七
、
三

同

七
三

同

日
本
て
ん
菜
振
興
会
の
解
散
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
〇
号
︶

四
八
、
三
、二
九

四
八
、
六
、
五

可

決

六
九

農
林
水
産

委
員
会

農
業
近
代
化
資
金
助
成
法
及
び
農
業
信
用
保
証
保

険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
四

号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
六

可

決

六
二

同

農
水
産
業
協
同
組
合
貯
金
保
険
法
案︵
閣
法
第
三

五
号
︶

同

同

同

同

畑
作
物
共
済
及
び
園
芸
施
設
共
済
に
関
す
る
臨
時

措
置
法
案︵
閣
法
第
一
一
六
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
八
、二
八

可

決

六
一

同

農
林
漁
業
団
体
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
六
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
三

可

決

六
三

同

中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
五
号
︶

四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
八

可

決

六
四

商

工

委
員
会

第
七
十
一
回
国
際
経
済
上
の
調
整
措
置
の
実
施
に
伴
う
中
小
企

業
に
対
す
る
臨
時
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
七
号
︶

同

同

同

同

中
小
小
売
商
業
振
興
法
案︵
閣
法
第
九
三
号
︶

四
八
、
六
、一
四

四
八
、
八
、三
〇

可

決

七
八

同

工
場
立
地
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
一
号
︶

題
名
を﹁
工
場
立
地
法
﹂に
改
正

四
八
、
六
、二
八

四
八
、
九
、一
三

可

決

同

同

輸
出
硫
安
売
掛
金
経
理
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
九
八
号
︶

四
八
、
六
、二
九

四
八
、
八
、三
〇

可

決

六
三

同

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動

の
調
整
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
九
号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
三

可

決

同

同

港
湾
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

七
三
号
︶

四
八
、
四
、一
七

四
八
、
七
、
三

可

決

七
八

運

輸

委
員
会

航
空
事
故
調
査
委
員
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
一

号
︶

四
八
、
七
、一
三

四
八
、
九
、一
八

可

決

六
八

同

公
有
水
面
埋
立
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
二
〇
号
︶

四
八
、
六
、二
八

四
八
、
九
、一
三

可

決

七
八

建

設

委
員
会

生
活
関
連
物
資
の
買
占
め
及
び
売
惜
し
み
に
対
す

る
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
八
六
号
︶
四
八
、
四
、二
六

四
八
、
六
、二
七

可

決

六
三

物
価
等

対
策
特
別

委
員
会

第
七
十
二
回

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
七

十
一
回
国
会
閣
法
第
一
一
二
号
︶

四
九
、
三
、一
九

四
九
、
五
、二
二

可

決

六
五

文

教

委
員
会

公
害
健
康
被
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

四
九
、
三
、二
九

四
九
、
五
、二
九

可

決

六
二

公
害
対
策

及
び
環
境

保
全
特
別

委
員
会

三
三
一

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

文
部
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
八
号
︶

五
〇
、
二
、二
五

五
〇
、
五
、
六

可

決

七
一

内

閣

委
員
会

皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
九
号
︶

五
〇
、
三
、二
五

五
〇
、
五
、二
九

修

正

六
六

同

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九
号
︶

五
〇
、
三
、二
八

︱

九
九

同

審
査
未
了
と
な
る
。

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
八
号
︶

五
〇
、
四
、一
八

五
〇
、
七
、
四

可

決

七
八

法

務

委
員
会

同

第
七
十
五
回
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

五
〇
、
三
、二
五

五
〇
、
六
、
五

可

決

七
三

社
会
労
働

委
員
会

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

同

五
〇
、
五
、二
七

可

決

六
四

同

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
第
七
十
二
回
国
会
閣
法
第
八

四
号
︶

同

五
〇
、
六
、
五

可

決

七
三

農
林
水
産

委
員
会

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
七
十
一

回
国
会
閣
法
第
八
八
号
︶

五
〇
、
三
、二
七

五
〇
、
六
、一
九

可

決

八
五

運

輸

委
員
会

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
案︵
閣
法
第
三
一

号
︶

同

五
〇
、
六
、二
五

可

決

九
一

交
通
安
全

対
策
特
別

委
員
会

第
七
十
七
回
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

二
二
号
︶

五
一
、
三
、
五

五
一
、
五
、一
三

可

決

七
〇

内

閣

委
員
会

第
八
十
四
回

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る

大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開

発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
八
十
回
国
会
閣

法
第
三
〇
号
︶

五
三
、
四
、
七

五
三
、
六
、一
三

可

決

六
八

商

工

委
員
会

第
八
十
七
回

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
八
号
︶

五
四
、
三
、二
二

五
四
、
五
、二
四

可

決

六
四

社
会
労
働

委
員
会

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
号
︶

五
四
、
三
、二
三

五
四
、
六
、
四

可

決

七
四

科
学
技
術

振
興
対
策

特
別
委
員

会

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第

八
十
四
回
国
会
閣
法
第
四
二
号
︶

五
四
、
二
、二
七

五
四
、
五
、三
〇

可

決

九
三

同

第
九
十
六
回

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

理
及
び
適
用
対
象
の
消
滅
等
に
よ
る
法
律
の
廃
止

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
二
号
︶

五
七
、
四
、二
三

五
七
、
七
、
六

可

決

七
五

内

閣

委
員
会

障
害
に
関
す
る
用
語
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
五
号
︶

五
七
、
四
、二
七

同

七
一

同

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

六
五
号
︶

同

同

同

地
方
行
政

委
員
会

三
三
二



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

文
部
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
八
号
︶

五
〇
、
二
、二
五

五
〇
、
五
、
六

可

決

七
一

内

閣

委
員
会

皇
室
経
済
法
施
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
九
号
︶

五
〇
、
三
、二
五

五
〇
、
五
、二
九

修

正

六
六

同

国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九
号
︶

五
〇
、
三
、二
八

︱

九
九

同

審
査
未
了
と
な
る
。

刑
事
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
八
号
︶

五
〇
、
四
、一
八

五
〇
、
七
、
四

可

決

七
八

法

務

委
員
会

同

第
七
十
五
回
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

五
〇
、
三
、二
五

五
〇
、
六
、
五

可

決

七
三

社
会
労
働

委
員
会

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
五
号
︶

同

五
〇
、
五
、二
七

可

決

六
四

同

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
第
七
十
二
回
国
会
閣
法
第
八

四
号
︶

同

五
〇
、
六
、
五

可

決

七
三

農
林
水
産

委
員
会

航
空
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
七
十
一

回
国
会
閣
法
第
八
八
号
︶

五
〇
、
三
、二
七

五
〇
、
六
、一
九

可

決

八
五

運

輸

委
員
会

自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
法
案︵
閣
法
第
三
一

号
︶

同

五
〇
、
六
、二
五

可

決

九
一

交
通
安
全

対
策
特
別

委
員
会

第
七
十
七
回
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

二
二
号
︶

五
一
、
三
、
五

五
一
、
五
、一
三

可

決

七
〇

内

閣

委
員
会

第
八
十
四
回

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
両
国
に
隣
接
す
る

大
陸
棚だ
な

の
南
部
の
共
同
開
発
に
関
す
る
協
定
の
実

施
に
伴
う
石
油
及
び
可
燃
性
天
然
ガ
ス
資
源
の
開

発
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
八
十
回
国
会
閣

法
第
三
〇
号
︶

五
三
、
四
、
七

五
三
、
六
、一
三

可

決

六
八

商

工

委
員
会

第
八
十
七
回

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
八
号
︶

五
四
、
三
、二
二

五
四
、
五
、二
四

可

決

六
四

社
会
労
働

委
員
会

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
九
号
︶

五
四
、
三
、二
三

五
四
、
六
、
四

可

決

七
四

科
学
技
術

振
興
対
策

特
別
委
員

会

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制

に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第

八
十
四
回
国
会
閣
法
第
四
二
号
︶

五
四
、
二
、二
七

五
四
、
五
、三
〇

可

決

九
三

同

第
九
十
六
回

行
政
事
務
の
簡
素
合
理
化
に
伴
う
関
係
法
律
の
整

理
及
び
適
用
対
象
の
消
滅
等
に
よ
る
法
律
の
廃
止

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
二
号
︶

五
七
、
四
、二
三

五
七
、
七
、
六

可

決

七
五

内

閣

委
員
会

障
害
に
関
す
る
用
語
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
五
号
︶

五
七
、
四
、二
七

同

七
一

同

警
備
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

六
五
号
︶

同

同

同

地
方
行
政

委
員
会

三
三
三

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
四

号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
七
、二
九

可

決

七
七

地
方
行
政

委
員
会

外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
六
八
号
︶

同

五
七
、
八
、
三

可

決

八
二

法

務

委
員
会

私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
衆
第
五
号
︶

同

五
七
、
八
、一
〇

可

決

八
九

文

教

委
員
会

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

五
七
、
四
、一
三

五
七
、
八
、
三

修

正

一
一
三

社
会
労
働

委
員
会

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
〇
号
︶

五
七
、
四
、二
〇

同

一
〇
六

同

第
九
十
六
回
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九

号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
八
、
三

可

決

九
二

同

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
六

一
号
︶

五
七
、
四
、二
三

五
七
、
七
、
八

可

決

七
七

農
林
水
産

委
員
会

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
二
号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
八
、
三

可

決

八
二

同

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

六
三
号
︶

同

同

同

同

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
三
号
︶

五
七
、
四
、二
〇

同

一
〇
六

運

輸

委
員
会

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付

け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
衆
第
二
四
号
︶

題
名
を﹁
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
﹂

に
改
正

五
七
、
五
、一
三

五
七
、
七
、二
八

修

正

七
七

災
害
対
策

特
別
委
員

会

第
百
二
回
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

︵
第
百
一
回
国
会
閣
法
第
三
六
号
︶

五
九
、一
二
、一
九

六
〇
、
四
、二
三

修

正

一
二
六

社
会
労
働

委
員
会

第
百
十
三
回
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
基
金
法 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
二
号
︶

六
三
、一
〇
、二
〇

六
三
、一
二
、二
一

可

決

六
三

同

第
百
二
十
八
回

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣 

法
第
一
号
︶

平
成五

、一
一
、一
八

平
成六

、
一
、二
〇

可

決

六
四

政
治
改
革

に
関
す
る

特
別
委
員

会

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案

︵
閣
法
第
二
号
︶

同

同

同

同

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
三
号
︶

同

同

同

同

政
党
助
成
法
案︵
閣
法
第
四
号
︶

同

同

同

同

第
百
四
十
五
回

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
一
〇
二
号
︶

一
一
、
二
、一
六

一
一
、
四
、二
七

修

正

七
一

総

務

委
員
会

三
三
四



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

昭
和
四
十
二
年
度
以
後
に
お
け
る
地
方
公
務
員
等

共
済
組
合
法
の
年
金
の
額
の
改
定
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
四

号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
七
、二
九

可

決

七
七

地
方
行
政

委
員
会

外
国
人
登
録
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
六
八
号
︶

同

五
七
、
八
、
三

可

決

八
二

法

務

委
員
会

私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
衆
第
五
号
︶

同

五
七
、
八
、一
〇

可

決

八
九

文

教

委
員
会

戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

五
七
、
四
、一
三

五
七
、
八
、
三

修

正

一
一
三

社
会
労
働

委
員
会

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
四
〇
号
︶

五
七
、
四
、二
〇

同

一
〇
六

同

第
九
十
六
回
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
九

号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
八
、
三

可

決

九
二

同

種
苗
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
六

一
号
︶

五
七
、
四
、二
三

五
七
、
七
、
八

可

決

七
七

農
林
水
産

委
員
会

農
業
協
同
組
合
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
六
二
号
︶

五
七
、
五
、一
四

五
七
、
八
、
三

可

決

八
二

同

昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
農
林
漁
業
団
体

職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

六
三
号
︶

同

同

同

同

道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
三
号
︶

五
七
、
四
、二
〇

同

一
〇
六

運

輸

委
員
会

災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付

け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
衆
第
二
四
号
︶

題
名
を﹁
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
﹂

に
改
正

五
七
、
五
、一
三

五
七
、
七
、二
八

修

正

七
七

災
害
対
策

特
別
委
員

会

第
百
二
回
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

︵
第
百
一
回
国
会
閣
法
第
三
六
号
︶

五
九
、一
二
、一
九

六
〇
、
四
、二
三

修

正

一
二
六

社
会
労
働

委
員
会

第
百
十
三
回
医
薬
品
副
作
用
被
害
救
済
・
研
究
振
興
基
金
法 

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
二
号
︶

六
三
、一
〇
、二
〇

六
三
、一
二
、二
一

可

決

六
三

同

第
百
二
十
八
回

公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣 

法
第
一
号
︶

平
成五

、一
一
、一
八

平
成六

、
一
、二
〇

可

決

六
四

政
治
改
革

に
関
す
る

特
別
委
員

会

衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置
法
案

︵
閣
法
第
二
号
︶

同

同

同

同

政
治
資
金
規
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
三
号
︶

同

同

同

同

政
党
助
成
法
案︵
閣
法
第
四
号
︶

同

同

同

同

第
百
四
十
五
回

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
一
〇
二
号
︶

一
一
、
二
、一
六

一
一
、
四
、二
七

修

正

七
一

総

務

委
員
会

三
三
五

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
百
四
十
五
回

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
一
〇
三
号
︶
一
一
、
二
、一
六

一
一
、
四
、二
七

可

決

七
一

総

務

委
員
会

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第

九
二
号
︶

一
一
、
六
、
一

一
一
、
八
、
九

可

決

七
〇

法

務

委
員
会

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
案

︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
九
三
号
︶

同

同

同

同

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
百

四
十
二
回
国
会
閣
法
第
九
四
号
︶

同

同

同

同

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶

一
一
、
五
、一
四

一
一
、
七
、二
七

可

決

七
五

外
交
・
防

衛
委
員
会

農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
四
七
号
︶

一
一
、
五
、
七

一
一
、
七
、二
二

可

決

七
七

財
政
・
金

融
委
員
会

石
油
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
石
油
備

蓄
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案︵
閣
法

第
五
号
︶

一
三
、
四
、一
二

一
三
、
六
、一
二

可

決

六
二

経
済
産
業

委
員
会

第
百
五
十
一
回

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
五
号
︶

一
三
、
四
、
五

一
三
、
六
、一
四

可

決

七
一

同

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
三
七
号
︶

同

同

同

環

境

委
員
会

環
境
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
三
八
号
︶

同

同

同

同

第
百
五
十
四
回

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の

整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
三
号
︶

一
四
、
四
、二
五

一
四
、
七
、
二

可

決

六
九

国
土
交
通

委
員
会

首
都
圏
整
備
法
及
び
近
畿
圏
整
備
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
案︵
閣
法
第
五
四
号
︶

同

同

同

同

第
百
五
十
九
回

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
案︵
閣
法
第
六
二

号
︶

一
六
、
三
、三
〇

一
六
、
六
、一
〇

可

決

七
三

法

務

委
員
会

裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
六
三
号
︶

同

同

同

同

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
七
〇
号
︶

一
六
、
四
、
一

同

七
一

同

第
百
六
十
九
回

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
五
号
︶

二
〇
、
二
、二
九

︱

六
二

総

務

委
員
会

二
〇
、四
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
案

︵
閣
法
第
六
号
︶

同

︱

同

同

同

三
三
六



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
百
四
十
五
回

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法

律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
一
〇
三
号
︶
一
一
、
二
、一
六

一
一
、
四
、二
七

可

決

七
一

総

務

委
員
会

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等

に
関
す
る
法
律
案︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第

九
二
号
︶

一
一
、
六
、
一

一
一
、
八
、
九

可

決

七
〇

法

務

委
員
会

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
案

︵
第
百
四
十
二
回
国
会
閣
法
第
九
三
号
︶

同

同

同

同

刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
第
百

四
十
二
回
国
会
閣
法
第
九
四
号
︶

同

同

同

同

防
衛
庁
設
置
法
及
び
自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶

一
一
、
五
、一
四

一
一
、
七
、二
七

可

決

七
五

外
交
・
防

衛
委
員
会

農
林
漁
業
金
融
公
庫
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
四
七
号
︶

一
一
、
五
、
七

一
一
、
七
、二
二

可

決

七
七

財
政
・
金

融
委
員
会

石
油
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
の
た
め
の
石
油
備

蓄
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案︵
閣
法

第
五
号
︶

一
三
、
四
、一
二

一
三
、
六
、一
二

可

決

六
二

経
済
産
業

委
員
会

第
百
五
十
一
回

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
五
号
︶

一
三
、
四
、
五

一
三
、
六
、一
四

可

決

七
一

同

ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
の

推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
三
七
号
︶

同

同

同

環

境

委
員
会

環
境
事
業
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
三
八
号
︶

同

同

同

同

第
百
五
十
四
回

民
間
事
業
者
の
能
力
の
活
用
に
よ
る
特
定
施
設
の

整
備
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
三
号
︶

一
四
、
四
、二
五

一
四
、
七
、
二

可

決

六
九

国
土
交
通

委
員
会

首
都
圏
整
備
法
及
び
近
畿
圏
整
備
法
の
一
部
を
改

正
す
る
等
の
法
律
案︵
閣
法
第
五
四
号
︶

同

同

同

同

第
百
五
十
九
回

知
的
財
産
高
等
裁
判
所
設
置
法
案︵
閣
法
第
六
二

号
︶

一
六
、
三
、三
〇

一
六
、
六
、一
〇

可

決

七
三

法

務

委
員
会

裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
六
三
号
︶

同

同

同

同

判
事
補
及
び
検
事
の
弁
護
士
職
務
経
験
に
関
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
七
〇
号
︶

一
六
、
四
、
一

同

七
一

同

第
百
六
十
九
回

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
五
号
︶

二
〇
、
二
、二
九

︱

六
二

総

務

委
員
会

二
〇
、四
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

地
方
法
人
特
別
税
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
案

︵
閣
法
第
六
号
︶

同

︱

同

同

同

三
三
七

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
百
六
十
九
回

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
号
︶

二
〇
、
二
、二
九

︱

六
二

総

務

委
員
会

二
〇
、四
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に

関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
号
︶

同

︱

同

財
政
金
融

委
員
会

同

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
三
号
︶

同

︱

同

同

同

第
百
七
十
一
回

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶

二
一
、
四
、一
七

二
一
、
六
、一
八

否

決

六
三

厚
生
労
働

委
員
会

二
一
、六
、一
九
本
院

に
お
い
て
否
決
後
、

同
日
衆
議
院
に
お
い

て
三
分
の
二
以
上
の

多
数
で
再
議
決
。

第
百
七
十
七
回

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
一
号
︶

二
三
、
五
、三
一

︱

九
三

外
交
防
衛

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

第
百
八
十
回

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四

二
号
︶

二
四
、
三
、二
七

二
四
、
六
、一
九

可

決

八
五

農
林
水
産

委
員
会

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
百
七
十
七
回
国

会
閣
法
第
二
六
号
︶

二
四
、
四
、二
六

二
四
、
七
、二
六

可

決

九
二

経
済
産
業

委
員
会

第
百
八
十
三
回

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に

勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

二
五
、
三
、二
二

二
五
、
六
、
四

修

正

七
五

外
交
防
衛

委
員
会

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及

び
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶
二
五
、
四
、
四

二
五
、
六
、
四

可

決

六
二

厚
生
労
働

委
員
会

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
間
に
お
け

る
人
口
較
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
た
め
の
公
職
選

挙
法
及
び
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
五
一
号
︶

二
五
、
四
、二
三

︱

六
三

政
治
倫
理

の
確
立
及

び
選
挙
制

度
に
関
す

る
特
別
委

員
会

二
五
、六
、二
四
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

第
百
八
十
九
回

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
三
四
号
︶

二
七
、
五
、二
一

二
七
、
八
、二
七

修

正

九
九

内

閣 

委
員
会

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
八
号
︶

二
七
、
六
、
四

二
七
、
八
、二
五

可

決

八
三

同

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国

の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事

業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
案︵
衆
第
二
四

号
︶

二
七
、
七
、
九

︱

八
一

同

継
続
審
査
を
行
う
。

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派

遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

二
七
、
六
、一
九

二
七
、
九
、
八

修

正

八
二

厚
生
労
働

委
員
会

三
三
八



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
百
六
十
九
回

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
七
号
︶

二
〇
、
二
、二
九

︱

六
二

総

務

委
員
会

二
〇
、四
、三
〇
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

平
成
二
十
年
度
に
お
け
る
公
債
の
発
行
の
特
例
に

関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
号
︶

同

︱

同

財
政
金
融

委
員
会

同

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
三
号
︶

同

︱

同

同

同

第
百
七
十
一
回

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶

二
一
、
四
、一
七

二
一
、
六
、一
八

否

決

六
三

厚
生
労
働

委
員
会

二
一
、六
、一
九
本
院

に
お
い
て
否
決
後
、

同
日
衆
議
院
に
お
い

て
三
分
の
二
以
上
の

多
数
で
再
議
決
。

第
百
七
十
七
回

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
一
号
︶

二
三
、
五
、三
一

︱

九
三

外
交
防
衛

委
員
会
継
続
審
査
を
行
う
。

第
百
八
十
回

競
馬
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四

二
号
︶

二
四
、
三
、二
七

二
四
、
六
、一
九

可

決

八
五

農
林
水
産

委
員
会

特
定
多
国
籍
企
業
に
よ
る
研
究
開
発
事
業
等
の
促

進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案︵
第
百
七
十
七
回
国

会
閣
法
第
二
六
号
︶

二
四
、
四
、二
六

二
四
、
七
、二
六

可

決

九
二

経
済
産
業

委
員
会

第
百
八
十
三
回

在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に

勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

二
五
、
三
、二
二

二
五
、
六
、
四

修

正

七
五

外
交
防
衛

委
員
会

戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
及

び
戦
没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
九
号
︶
二
五
、
四
、
四

二
五
、
六
、
四

可

決

六
二

厚
生
労
働

委
員
会

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
区
間
に
お
け

る
人
口
較
差
を
緊
急
に
是
正
す
る
た
め
の
公
職
選

挙
法
及
び
衆
議
院
議
員
選
挙
区
画
定
審
議
会
設
置

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
五
一
号
︶

二
五
、
四
、二
三

︱

六
三

政
治
倫
理

の
確
立
及

び
選
挙
制

度
に
関
す

る
特
別
委

員
会

二
五
、六
、二
四
衆
議

院
に
お
い
て
本
院
が

否
決
し
た
も
の
と
み

な
し
、三
分
の
二
以

上
の
多
数
で
再
議

決
。

第
百
八
十
九
回

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
手
続

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号

の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
三
四
号
︶

二
七
、
五
、二
一

二
七
、
八
、二
七

修

正

九
九

内

閣 

委
員
会

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
八
号
︶

二
七
、
六
、
四

二
七
、
八
、二
五

可

決

八
三

同

国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国

の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事

業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
案︵
衆
第
二
四

号
︶

二
七
、
七
、
九

︱

八
一

同

継
続
審
査
を
行
う
。

労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派

遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

二
七
、
六
、一
九

二
七
、
九
、
八

修

正

八
二

厚
生
労
働

委
員
会

三
三
九

八
　
委
員
会
に
お
い
て
審
査
中
の
法
律
案
に
つ
き
、
憲
法
第
五
十
九
条
第
四
項
の
期
間
が
経
過

し
た
事
例
一
覧
表



国
会
回
次

法

律

案

本
院
受
領
年
月
日

委
員
会
議
決
審

査

期

間
委
員
会

備

考

第
百
八
十
九
回

労
働
者
の
職
務
に
応
じ
た
待
遇
の
確
保
等
の
た
め

の
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案︵
衆
第
二
二
号
︶
二
七
、
六
、一
九

二
七
、
九
、
八

可

決

八
二

厚
生
労
働

委
員
会

我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確
保

に
資
す
る
た
め
の
自
衛
隊
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
七
二
号
︶

二
七
、
七
、一
六

二
七
、
九
、一
七

可

決

六
四

我
が
国
及

び
国
際
社

会
の
平
和

安
全
法
制

に
関
す
る

特
別
委
員

会

国
際
平
和
共
同
対
処
事
態
に
際
し
て
我
が
国
が
実

施
す
る
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
す
る
協
力
支
援
活

動
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
三
号
︶

同

同

同

同

第
百
九
十
回
裁
判
所
職
員
定
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
二
号
︶

二
八
、
三
、二
二

二
八
、
五
、二
四

可

決

同

法

務 

委
員
会

第
百
九
十
六
回

地
域
に
お
け
る
大
学
の
振
興
及
び
若
者
の
雇
用
機

会
の
創
出
に
よ
る
若
者
の
修
学
及
び
就
業
の
促
進

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
号
︶

三
〇
、
三
、二
三

三
〇
、
五
、二
四

可

決

六
三

内

閣 

委
員
会

地
域
再
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
七
号
︶

同

同

同

同

第
二
百
八
回
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二
七
号
︶

令
和四

、
三
、一
七

令
和四

、
五
、二
〇

可

決

六
五

地
方
創
生

及
び
デ
ジ

タ
ル
社
会

の
形
成
等

に
関
す
る

特
別
委
員

会

三
四
〇


